
 

事 務 連 絡 
令和７年１１月１８日 

 
 

一般社団法人全国建設業協会     常務理事 殿 
一般社団法人日本建設業連合会    事務局長 殿 
一般社団法人全国中小建設業協会   専務理事 殿 
一般社団法人全国建設産業団体連合会 専務理事 殿 
一般社団法人日本建設業経営協会   常務理事 殿 

 
 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 
 

 
足場板等の金属製物品を被害品とする盗難防止対策について（周知） 

 
 

平素より、国土交通行政に格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 

標記について、金属製物品を被害品とする窃盗（金属盗）のうち、令和６年の足場板の認

知件数については令和２年と比べて約２倍に増加しています。 
こうした事態を受け、警察庁及び当局建設振興課から、本件に関するそれぞれの関係団体

に対し、別紙のとおり盗品の疑いがある金属製物品の流通防止について協力依頼の文書が発

出されたところです。 
貴団体におかれましては、これらの取組についてご理解をいただきますとともに、特に別

紙２による関係事業者による対応について、必要に応じてご協力いただきますよう、会員の

団体及び企業への周知をお願いいたします。 
 
 

 

問い合わせ先 
不動産・建設経済局建設業課 北埜、池谷 
（03-5253-8111（内線 24-713、24-717）） 
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03-5253-8111 24-813  
03-5253-8111 24-814  

 
 



 
 

  
  

  
  


